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校章 ︓双竜ではなく一匹の竜になっているのは、「一流（竜）を目指す」「竜頭蛇尾になるな」

という意味が込めています。力強い４本の足は、朝日丘中・高岡中・豊南中・上郷中の
４つの学校から分離し、生徒が集って 1973 年に開校したことを表しています。 

カラー︓ビビットグリーン（さえた緑） 
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１ 本校の教育目標 

教育目標に「自律●●貢献」を掲げ、つけたい力の育成を図っています。 

校 訓 つけたい力（＊） 

かしこく 問いを立て、考え決めて行動する力 【自律】 

ゆたかに 認め合い、生かし合い、創造する力 【●尊重●共創】 

たくましく 自分と地域を誇り、挑戦し続ける力 【貢献】 
＊︓時代に合わせて令和５年度に設定 

 
２ 学校経営の方針 
  一人一人が目標をもち、明るく楽しく有意義な学校生活を送られるように、次のことに

力を入れています。  
Ａ 生徒理解を基盤に、一人一人が持ち味を発揮し、生き生きと学ぶ学校づくり 
Ｂ 確かな学習・生徒指導力を基盤に、和と活力のある教育活動を展開する学校づくり 
Ｃ 価値ある成功・失敗体験を通じて、自己肯定感・自己有用感を育む学校づくり 
Ｄ 学校、家庭、地域総がかりで生徒の成長を支援し、愛着と誇りを育む学校づくり 
Ｅ 危機管理に徹し、生徒の人権と命を第一にした安全・安心な学校づくり 
 

３ 学校の特色 
（１）本校は、昭和４８年４月に開校し、令和８年度に５４年目を迎えます。 
（２）広い校地（約１万坪）で落ち着いた環境の中、学校生活を送ることができます。 
（３）ビビッドグリーン（さえた緑）を、学校のシンボルカラーとしています。 
（４）明るく、楽しく、居心地のよい学校生活となるように、生徒指導と教育相談機能の充

実に努めています。 
（５）未来を創るために必要な確かな学力を育成するため、探究的な学びを軸とする学習の

充実に努めています。 
（６）キャリア教育（進路指導）に重点を置き、自立した社会人となる基盤をつくるための

教育活動に取り組んでいます。 
（７）生徒の主体的な取組を大切にし、体育祭（闘竜祭）、文化祭（虹竜祭）、３年生を送る

会（翔竜会）などの学校行事は、生徒を中心に運営しています。 
（８）部活動は希望入部制とし、心技体の向上と個性の伸長を目指すとともに、地域指導者

とともに、とよた地域クラブ活動（とよクラ）による地域展開を進めています 
（９）地域学校共働本部、コミュニティ・スクールの仕組みを活用し、小中連携、地域連携

を進めています。 

目指す生徒の姿 

一
い ち

竜人
りゅうじん
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４ 生徒及び教職員数（令和８年１月現在）            

 
 
５ 学 期（令和８年度） 
 ・前期  ４月 ９日（木）〜１０月 ９日（金）※入学式４月９日（木） 

 ・後期 １０月１３日（火）〜 ３月２４日（水） 

 
 
６ 授業時間数（週あたり）                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １ 年 ２ 年 ３ 年 計 教 職 員 

通常学級 ２１２名 ２３０名 ２１９名 ６６０名 教 員 ４０名 

支援学級   ６名   ３名   ２名  １１名 事 務  ２名 

計 ２１８名 ２３３名 ２２１名 ６７１名 公務手  ２名 

学級数 ７ ７ ７ 支援学級４ 計 ２５学級 

 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語 道徳 特別 
活動 

総合 
学習 合計 

１年 ４ ３ ４ ３ １.3 １.3 ３ ２ ４ １ １ １.4 ２９ 
２年 ４ ３ ３ ４ １ １ ３ ２ ４ １ １ ２ ２９ 
３年 ３ ４ ４ ４ １ １ ３ １ ４ １ １ ２ ２９ 
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７ 学校ホームページの紹介※R8 からデザインが変わります 

  竜神中学校は学校ホームページで毎日情報を公開しています。 
  学校だよりはありません。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  新着の学校日記 ︓毎日の生徒の活躍などを紹介 
  学校からのたより︓学校からの文書を電子化して公開（紙配布はほぼ無し） 
  公立高校入試情報︓公立入試の仕組みについてわかりやすく説明 

※定期的な進路通信はありません。学校メールと学校 HP でタイムリーに情報提供します。 
  教育相談    ︓教育相談、心のケアや不登校生徒のためのページ 
  授業づくり   ︓竜神中が目指す探究型の授業づくりのページ 
  部活→地域クラブ︓市からの具体的な情報が入ってきた段階で、公開予定 
 

  各種ボタン   ︓ラーケーション、緊急時の対応、学割申請、欠席連絡など 
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８ 授業スタイル 
授業は、教師が生徒の考えやよさを生かしながら、生徒と共に創る学びの時間です。そ

して生徒が授業を「知的な遊び」と思えるほど、夢中になれるものにしたいです。 
竜神中では、生徒が生涯にわたり、自分の未来を切り拓き、明るい未来社会を創造でき

るように、授業を通して「探究力の育成」に力を注ぎます。 
 

（１）授業で育てたい力 

探究力︓目の前の課題を目標として前向きに捉え、自分・他者・教材資料などと対
話しながら目標を達成していく問題発見・解決能力を、「探究力」と呼ん
でいます。 

 
（２）探究力を育てるための方法 

●全教科で探究のプロセス①〜④に基づく授業を展開します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●基礎的な知識技能の習得を大切にし、身に付けた知識技能を活用する場面を設定し
て、探究活動の中でより使える知識技能にします。 

●個の学びと集団の学び（協働的な学習）を使い分け、自分の考えをもち、他者の考
えをきき、考え直して新たな考えをつくる、一連の「もつ ➡ きく ➡ つくる活動」
を大切にします。 

 
（３）探究型授業の流れ 

●みつける………………………………………………………………………①課題設定 
生徒の問題意識の芽生えを大切にし、問題を解決したい目標（課題）に換える段階  

●かかわる…………………………………………………………②情報収集・③整理分析 
自分の考えをもとにして、他者や教材資料などとかかわり合う対話を通して、自
分の考えをつくり直す段階 

●いかす…………………………………………………………………………④まとめ表現 
学んだことを自分の言葉で他者に発信したり、学びをどのように生かしていくか
を考えたり、新たな目標を見つけたりする段階 
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９ 一日の日課 
  ・年間を通じて同じ日課です。冬季日課はありません。 
  ・教室に 8︓10 までに入室できない場合、遅刻になります。 
  ・帰りの会の前に下校する場合、早退となります。 
  ・下校時刻については、とよクラ（とよた地域クラブ活動）との兼ね合いで変更する

場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生徒入室目安 8:05 生徒入室目安 8:05
朝の活動 8:10 〜 8:20 朝の活動 8:10 〜 8:20
朝の会 8:20 〜 8:30 朝の会 8:20 〜 8:30
第１校時 8:40 〜 9:25 第１校時 8:40 〜 9:25
第２校時 9:35 〜 10:20 第２校時 9:35 〜 10:20
第３校時 10:30 〜 11:15 第３校時 10:30 〜 11:15
第４校時 11:25 〜 12:10 第４校時 11:25 〜 12:10
給  食 12:10 〜 12:50 給  食 12:10 〜 12:50
第５校時 13:05 〜 13:50 第５校時 13:05 〜 13:50

第６校時 14:00 〜 14:45 第６校時 14:00 〜 14:45
清掃 10分 14:55 〜 15:05 14:00 〜 14:10 清掃 10分 14:55 〜 15:05
RJT・帰会 15:15 〜 15:45 14:20 〜 14:50 RJT・帰会 15:15 〜 15:45
下  校 15:45 〜 16:00 14:50 〜 15:05 部活動 16:00 〜 16:45

下  校 16:45 〜 17:00
委員会日課 最終下校 17:00
委員会 15:00 〜 15:45 ※部活動については、9月から地域部活動に展開予定
下校 15:45 〜 16:00

強調週間は、火・水・金 清掃なしで50分
会議日課 RJT・帰会 14:55 〜 15:45
第６校時 14:00 〜 14:45 ※闘竜祭日課・虹竜祭日課・翔竜会日課
帰会 14:50 〜 15:00
下  校 15:00 〜 15:15 4月~前期終了、第4回定期テスト後〜3月末 下校完了 17︓00

後期開始〜第4回定期テスト 下校完了 16︓20

月 木 火・水・金
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10 年間行事計画（令和８年度予定）※日にちの入ったものは２月末ごろに HP に公開 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 儀式・集会 テスト・調査 学芸・体育・宿泊 保健安全 参観・公開・懇談 その他

前 4 入学式 ❶知能検査 体力テスト 身体測定 授業参観 PTA総会（紙面開催）

期 始業式 ❶部活動体験入部 避難訓練
❸全国学力・学習状況調査 通学団会

内科検診

❶スマホ教室
保健集会

5 生徒総会 ❶部活動本入部 歯科検診 ❸高校説明会 テント設営ボランティア

闘竜祭（体育祭） 耳鼻科検診

教育相談

6 第１回定期テスト 夏の大会 教育相談 ❸修学旅行説明会・

学校保健委員会  進路説明会   

❷応急手当講習

7 生徒会選挙 ❸学習診断テスト 夏の大会 大掃除 個別懇談会
全校集会 ❷職場体験事前訪問

8 ❸心に残る記念事業 全校出校日 環境改善ボランティア

9 ❷定期テスト ❸修学旅行 教育相談
❷職場体験学習 避難訓練

10 後期始業式 ❸学習診断テスト 虹竜祭（文化祭） 小中特別支援交流会

❸進路相談会
後

期 11 生徒総会 第３回定期テスト ❶キャリアチャレンジデイ 教育相談 ❷自然教室説明会
❷キャリアデザインデイ  授業参観

12 全校集会 ❸学習診断テスト 大掃除 個別懇談会

1 ❶❷学習診断テスト 書き初め大会 ❸進路相談会 入学説明会

❸就職試験 ❷自然教室

❸私立・専修入試
❸国立入試

2 第４回定期テスト 教育相談
❸公立入試

3 同窓会入会式 翔竜会（３年生を送る会） 大掃除
卒業式
生徒会選挙
修了式

太字は保護者の方に来ていただきたい行事、（ ）は日にち、❶は１年生行事
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11 部 活 動（令和７年度） 

（１）入部制度・・・希望入部制です。休日の活動は、地域指導者による活動となります。 

（２）予備登録・・・入部希望にしたがって予備登録をし、体験入部・仮入部として 

活動します。 

（３）本 登 録・・・5 月中に本登録（正式入部）をして決定します。 

 

 

12 とよた地域クラブ活動 

P３２「とよた地域クラブ活動『とよクラ』について〜部活動に代わる新しいカタチ〜」

を参照してください 

 

 

13 身だしなみ 

（１）制服について 

   今年度から、新制服としてブレザーが採用されています。旧制服も着用できます。 
生徒たちが主体となって考えた着用パターンは学校ホームページでも確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜運動部・１２＞ 野球（男） サッカー ソフトボール（女） ソフトテニス（女） 
バレーボール（男・女） 剣道  
バスケットボール（男・女） 卓球（男・女） 陸上競技 

＜文化部・５＞  吹奏楽  家庭  文芸  インターネット  美術 
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（２）服装・身なりについて ※確実に記名をお願いします。 

➀ 新制服 

ジャケット ・学校指定のもの 

ポロシャツ ・白色 ・半袖 ・長袖 

ズボン ・学校指定のもの 

スカート ・学校指定のもの 

② 旧制服 

学生服 
・黒色 白色カラー付きの標準型学生服（裏地は黒系統） 
・中学用ボタン ・黒色の裏ボタン 

夏服 ・白色の半袖開襟シャツ（長袖の着用も可） 

ズボン ・自然なストレート型のもの  ・ベルトは黒色 

セーラー服 
・黒色（濃紺も可） 
・リボンネクタイ 緑色   
・白襟カバー 緑色線２本 

夏服 ・白色半袖セーラー服（長袖の着用も可） 

スカート ・黒または濃紺のくるまひだ 

③ 
体育の服 

(ネーム入り) 

学校指定のもの 
・半袖シャツ ・ハーフパンツ ・ジャージ上下 
・ポロシャツ 

④ 上履き 
・学校指定のスリッパ（学年色︓青色）  
・体育館シューズ（袋の指定はありません） 

⑤ 名 札 
・胸ポケットに安全ピンでとめる（新制服） 
・黒の台布につけ胸ポケットに安全ピンでとめる（旧制服）  

⑥ 靴 下 
・白・黒・紺・グレー（ワンポイント可） 
（生徒会の提案により変更する場合があります） 

⑦ 靴 ・運動に適した靴（色の指定はありません） 

⑧ 防寒着 
・手袋、コート・ウインドブレーカー、マフラー、 
 ネックウォーマー等を着用 
（自転車通学者は安全のため、マフラーの使用はお控えください） 

 頭 髪 など 

・学習に適した髪型 ・染色はしない 
 （前髪が目にかからないようにする） 

（髪が肩にかかる場合は、１・２つにゴムでとめる） 
・ピアスはしない 
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14 通学路・通学方法 
（１） 指定の通学路を通り登下校します。 

（２） 通学方法は、徒歩または自転車とし、自転車通学については許可制とします。 

    ※ 自転車通学許可区域については、次ページの学区地図を参考にしてください。  
（３） 自転車は、決められた自転車置き場に整頓して並べ、必ず施錠します。 

（４） 交通安全や自転車の整備に心がけ、交通事故に気をつけます。 

（５） 休日、長期休業中の部活動についても、平常日と同じ通学方法となります。 

（６） 通学用自転車の基準 

 

スタンド 両立スタンドのみ可。片足は×。  
氏名 必ず記入し、防犯登録をする。 

バックミラー 取り付けてもよい。  

ベル １つ取り付ける。  荷物用前かご 
前面に取り付けてもよいが、重た
いものは安全上入れません。 

ライト １灯以上取り付ける。  
ステッカー 

校名入りの自転車通学許可証を後
尾に貼り付ける。※４月に配付 反射鏡 取り付ける。  

錠前 
ダイヤルロック式もあると
よい。 

 その他 
後部に荷台を取り付けてもよい。 
ヘルメットの形・色の指定なし。 
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15 通学路マップ 
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16 諸経費 ※予定です 
（１） ①〜④の諸経費を口座振替によって納入してください。振替金額については、き

ずなネットで連絡します。 
① ＰＴＡ会費 ・・・ ２００円／月  ６か月分まとめて前後期２回で集金 

（ＰＴＡ協力金）          ※実家庭での集金 

② 後援会費  ・・・ ２００円／月  ６か月分まとめて前期に集金（後期はない） 
※部活動に入部している実家庭のみ 

③  生徒会費  ・・・ ５００円    １年間分を前期にまとめて集金 

④ 災害共済掛金・・・ ４６０円    １年間分を４月分で集金 

⑤  その他の経費 
・ テキスト代、材料費等を月ごとにまとめて集金します。 
・ 修学旅行、自然教室、卒業アルバム等の積立をします。 

（２） 取り扱い金融機関は、あいち豊田農業協同組合または豊田信用金庫です。 
 

＜参考＞  令和７年度集金額（１年生） 
４月     ９，４７５円 実家庭 

８，２７５円 ※ 兄姉が本校に在籍の場合 
５月     ９，９２０円 部活入部実家庭 

８，７２０円 ※ 部活動加入の兄姉が本校に在籍の場合 
※ 本人が部活動未加入の場合 

６・７月   ８，０５２円 全員 
９・１０月  ９，９０９円 実家庭、部活入部実家庭 

７，５０９円 ※ 部活動加入の兄姉が本校に在籍の場合 
※ 本人が部活動未加入の場合 

１１・１２月 ６，８９０円 全員 
 

〈参考〉 令和８年度 学費等口座振替年間予定表 

集金費目 
集金額 

月 
4 月分 5 月分 

6・７月
分 

9・10
月分 

11・12

月分 
1 月分 

２・３
月分 

教材費・積立金 学年毎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

災害共済掛金 460 円（年 1 回） ○       

PTA 会費 1,200 円（年 2 回）  ○   ○    

後援会費 1,200 円（年１回）  ○      

令和 8 年度振替日 5/1 6/1 7/1 10/1 12/1 1/21 2/18 

 

 部活動の地域展開に伴い、後援会費については、
令和８年度後期以降の集金は行いません。 
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１７ 入学式までに準備するもの 

   
 

服装 
関係 

① 制服                
② 体育用ジャージ上下   
➂ 体操服上下             
➃ 学校指定上履きスリッパ（青色） 
➄ 体育館シューズ                     
⑥ 運動靴（Ｐ10 の規定を確認）     
⑦ 靴下（Ｐ10 の規定を確認） 

通学用
カバン 

○ 学習用具を持ち運ぶのにふさわしいもの。 
○ 教室のロッカーに収納できる大きさ（高さ３０㎝ 幅４４㎝ 奥行き３４㎝） 
○ 自転車通学者は、安全面を考え「背負うことができるもの、もしくは荷台に 
  しばることができるもの」を使用する。 

自転車
通学者 

① 通学自転車                     
② ヘルメット 
③ 雨がっぱ（上下分かれているもの）   
※ ヘルメットは、小学校で使用したものでもよい。 
※荷台に荷物を載せる場合は各自で紐を用意する。 

その他 

① 入学後学校から配布するもの※４月に配付予定 
○ 名札   
○ 身分証明書    
○ 自転車通学許可証 

② 授業用ノート類は、各教科担当からの指示で購入します。 
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令和８年１月 26 日 
竜神中学校 新１年生保護者 様 

豊田市立竜神中学校 
校長 緖方 秀充 

 
令和８年度 入学式の開催について（ご案内） 

 
 大寒の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 さて、お子様の竜神中学校へのご入学を、私ども教職員一同、楽しみにしております。 

つきましては、みだしのことについて下記のとおり行いますので、ご出席いただきますようご案
内いたします。 
 
                    記 
 
１ 日 時  令和８年４月９日（木）  午前９時１０分 新１年生入場 
                （受付︓午前８時００分〜８時２０分） 
 
２ 場 所  豊田市立竜神中学校 体育館 
 
３ 日 程 
      ８︓００       体育館開場（受付を済ませてから入場してください） 
      ８︓００〜 ８︓２０ 新１年生登校・保護者受付（体育館内後方） 
      ８︓３０〜 ８︓５０ 学級活動（新入生は教室で事前の説明があります） 
      ９︓１０〜 ９︓５０ 令和８年度入学式 
     １０︓１０〜１０︓５０ 学級活動 
     １０︓５０〜      生徒下校（お子様と一緒にお帰りください） 
 
４ 持ち物  （１）新１年生  ・学校指定上履き（青色） ・体育館シューズ   

・配布物等を入れるカバン 
         ・生徒個人票（お子様が教室で提出） 
 
（２）保護者   ・入学指定通知書（保護者が体育館受付で提出） 
         ・上履き（スリッパ等） ・下履きを入れる袋 

 
５ 駐車場  竜神中学校運動場（７︓４５ 東門を開錠予定） 
       ※東門からお入りください。竜神交流館駐車場や学校周辺の路上駐車はご遠慮くだ

さい。 
 
６ その他 
 ・受付は、８時２０分までに済ませてください。 
 ・保護者の皆様は８時５０分までに、体育館の保護者席に着いてください。 
 ・入学式当日に学級写真の撮影は行わず、後日、生徒のみでの撮影を予定しています。撮影した

写真の販売については、後日ご案内します。 
 ・受付でお渡しする入学のしおりには、個人情報の適切な管理等、諸般の事情を鑑みて、新入生

名簿は掲載しません。ご承知おきください。 
 ・学級名簿は８時００分〜８時４５分に貼り出します。撮影した名簿を SNS 等で他者に送信す

る行為は個人情報の漏洩にあたります。くれぐれもご注意ください。 
 

 
○このことに関する問い合わせは、教務主任 神吉 靖史（℡ ２８－６６００）まで、お願いし

ます。 
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令和８年１月２６日 
保護者の皆様 

豊田市立竜神中学校長   
緒方 秀充  

 

特別警報・暴風警報発令などの緊急時の対応について（お知らせ） 
 
 

日頃は、竜神中学校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 
さて、見出しのことにつきまして、次の通り対応しますのでご連絡いたします。 

 
Ⅰ 警報時における生徒の登下校について 
１ 登校する前に「特別警報・暴風警報」が発令されている場合 
 
 
 
  
 
※ 給食について︓気象情報等により事前に特別警報・暴風警報が発令されると予測さ

れる場合は、あらかじめ給食を中止する場合があります。  

２ 登校後に「特別警報・暴風警報」が発令された場合  
（１）気象状況等から、生徒が安全に帰宅できる場合は、授業を中断し、教師が引率して

集団下校させます。 
（２）気象状況等から、通学路の安全確保に問題があると判断した生徒は、学校に待機さ

せます。この場合、学校から家庭に連絡し、お迎えをお願いすることとなります。    

３ 土砂災害や河川の氾濫に関する気象情報等で、市から「高齢者等避難」が発令された場合 
 該当する場合は、上記の１、２に準じます。 

※ 「高齢者等避難」の発令を待たずに「避難指示」「緊急安全確保」が発令された場
合も上記の１、２に準じます。 

※ 特別警報・暴風警報が解除された後も、「高齢者等避難」の発令が継続している場
合もあるため、適切な情報の把握に努めてください。 

※ 土砂災害について、山之手小学校は豊南中学校区に準じます。そのため、山之手小
学校区のご家庭は、小学生は休校で、中学生は登校となる可能性があります。 

４ 「大雨警報」「洪水警報」が発令された場合  
（１）生徒の登下校については、校長が校区内の戸外状況を判断して決定します。休校に

する場合は、『きずなネット』でお知らせします。 
（２）河川・道路・橋などの状況が危険な場合は自宅待機し、学校に連絡してください。 

高齢者等避難 
該当単位で発令 避難発令単位 該当校 

土砂災害 
竜神中学校区に該当地区無し 

コミュニティ 
（中学校区） 

関連する小学校を含む 
中学校区 

河川の氾濫 
（逢妻男川） 

竹町・中町・竜神町 
竹元町・土橋町 

該当町を含む小学校及び 
中学校 

午前６時を過ぎてから警報が解除されるか、又は引き続き解除さ
れない場合には、当日の授業は中止とし、自宅待機 

午前６時 0０分までに
解除 平常通り授業 
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５ その他 
   気象台から発表される気象情報には、各種の発表・特別警報・警報・注意報があり

ます。特に、「特別警報」「暴風警報」と、その「発令地区」にご注意ください。  
  ＜本校は「愛知県全域」・「愛知県西部」・「西三河北西部」・「豊田市西部」で判断。＞ 
 
Ⅱ 大規模地震発生時における対応について 
１ 学校活動中に市内で震度５弱以上の地震が発生した場合 

生徒個人票裏面の「大規模地震の注意情報が出された場合の下校方法について」の記
載にしたがい、集団下校または迎えとします。 
※ 『きずなネット』等による学校からの連絡がなくても実施します。 

２ 南海トラフ地震について 
   気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されても、通常通りの教育活動を継

続します。 
  ※ 校外活動や部活動は中止になる可能性があるため、詳細は『きずなネット』等で

連絡をします。 

３ その他の地震発生について 
※ 市教委の指示を受け、必要に応じて、『きずなネット』等で連絡をします。 

 
Ⅲ 弾道ミサイル発射に係る授業の取扱い等について 

Ｊアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合は次のように対応します。 
１ 登校前に発信された場合 

ミサイルが領海外に落下 ミサイルが領土・領海に落下 

生徒は登校します。 

生徒は自宅待機とします。 
※ その後の対応については、学校から

生徒・保護者のみなさまへ『きずなネ
ット』や学校ホームページ等で連絡し
ます。 

２ 学校活動中に発信された場合 
   生徒は学校活動を中断し、できる限り安全な場所で待機し、次の通り対応します。 

ミサイルが領海外に落下 ミサイルが領土・領海に落下 

生徒は学校活動を再開します。 

生徒は待機を継続し、安全確認ができ 
次第、学校活動の継続等を行います。 

※ 学校の対応については、保護者のみ
なさまへ『きずなネット』や学校ホー
ムページ等で連絡します。 

※ 弾道ミサイル落下時の行動については、内閣官房ホームページ（国民保護ポータ
ルサイト）に掲載されていますので、ご確認ください。 

 
Ⅳ 不審者の侵入対策について 
（１）教員で分担して門の様子を見たり、防犯カメラを活用したりすることで、不審者の

早期発見に努めます。 
（２）来校者名簿や来校者カードを活用して、来校者を記録・管理します。 
（３）不審者用緊急通報装置やさすまたなどを設置し、不審者の侵入に備えます。 
（４）不審者が侵入した場合、全職員で対応し、生徒の安全を確保します。緊急で下校す

る場合は『きずなネット』でお知らせします。 
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令和８年１月２６日  
保護者の皆様  

豊田市立竜神中学校 
 校長 緒方 秀充 

 
 

豊田市学校連絡網システムへの登録について（お願い） 
 

大寒の候、保護者の皆様におかれましては、お子様の御入学につきまして、お喜び申し上げ
ます。 

豊田市の全小・中・特別支援学校では、下記のとおり、豊田市学校連絡網システムで運用を
行っていますので、登録いただきますよう、お願い申し上げます。 
 
 

記 
 
１ 豊田市学校連絡網システムについて 
（１）システム運用の理由 

簡単かつ便利に学校、保護者が情報を共有し、活用できるようにするため。 
（２）システム名  

きずなネットアプリ（中部電力株式会社） 
（３）主な機能について 
  ・メール配信機能（ファイル添付機能、アンケート付きメール機能） 
  ・欠席連絡機能 
  ・翻訳機能 
（４）その他 

・本システムは、一度登録をすると卒業まで再登録する必要はありません。 
※毎年度の登録は必要ありません。学級のカテゴリー等、進級時に登録内容を変 

更する必要があります。 
 
２ 配信する情報 

・不審者情報、気象情報等の防災防犯に関わる緊急情報 
・登下校時刻の変更等の緊急連絡事項 
・学校行事やＰＴＡ行事等の情報 
・豊田市や関係団体が主催・情報提供するイベントや啓発を目的としたチラシ 
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３ 登録について 
（１）方法 

・別紙「きずなネット 連絡網登録方法」に沿って登録してください。 
（２）学年 

「新入生」で登録してください。 
（３）期日 
   １月２６日（月）から３月２３日（月）まで 
（４）テストメール配信 

３月２４日（火）午前１１時頃、４月３日（金）午前１１時頃に配信します。 
（５）登録確認 

４月１０日（金）午後５時頃にアンケート付きメールを配信しますので、回答してくだ
さい。回答をもって、登録確認とさせていただきます。 

※回答がいただけない場合は登録を削除する場合がありますので御了承ください。 
 
４ その他 

・アプリによる受信になります。通信料については保護者負担になりますので御了承くださ
い。 

・操作、登録方法の御不明点は、お客様サポートまでお問い合わせください。 
中部電力インターネットシステムお客様サポート 
電 話︓0120-342-089（平日 9:00〜12:00、13:00〜17:00 年末年始祝日除く） 

メール︓info@cep.jp 
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このページは、本校に入学する保護者にのみ、紙面で配付させて

いただきました。 

 学校ホームページでは、公開しません。 

 ご承知おきください。 
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保護者の皆さまへ 
豊田市教育委員会 

 
就学援助制度の申請について 

 
１ 就学援助制度とは 

この制度は、小・中学校に就学しているお子さんがいる保護者の 
うち、経済的な理由で学校へ通学させるのにお困りの方に学用品代などを援助し、円滑
に教育を受けていただくためのものです。 

 
２ 援助を受けることができる方 
（１）生活保護を受けている方 
（２）生活保護が停止又は廃止された方 
（３）経済的にお困りの方（所得の合計が豊田市の定める基準以内の家庭） 
 
３ 所得の目安 

世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯 

所得 
(収入) 

2,096 千円 
(3,255 千円) 

2,764 千円 
(4,131 千円) 

3,393 千円 
(4,916 千円) 

3,762 千円 
(5,379 千円) 

4,328 千円 
(6,084 千円) 

※所 得 とは 、 給与 所得 者 の場 合 は源 泉徴 収 票の 給 与所 得控 除 後の 額 です 。  
※同 一 世帯 員 （単 身赴 任 等別 居 だが 同一 世 帯と み なす 方を 含 む） の 所得 を  

合算 し ます 。  
※所 得 の目 安 は、 生活 保 護基 準 額の 変更 に 伴い 改 正し ます 。  
※上 記 の他 、 家庭 状況 等 によ っ て認 定で き る所 得 の額 が変 わ りま

す。    
 
４ 申請方法について 

あいち電子申請システム（Graffer）により電子で申請を受け付けます。 
 電子申請が難しい方は、紙で申請書を提出することもできます。 
 
【電子申請の場合】 
 右記の QR コードを読み取り、システム上で申請を行ってください。 
 ・「新規登録またはログインして申請」、「アカウント登録せずに 

メールで申請」はどちらでも構いません。 
・「新規登録またはログインして申請」を選択した場合は、申請途中での一時保存が可能

となります。また、書類不備で差し戻しがあった場合に以前の申請を複写（３０日以
内）して再申請することができます。 

・申請完了のメールが届いたら、申請完了となります。 
・申請完了後、申請内容の変更はできません。注意して入力してください。 
・詳しい申請方法は、豊田市教育委員会学校教育課のホームページの「電子申請のマニ

ュアル」を御確認ください。 
・電子申請システムは、デバイス（スマートフォン・パソコン等）の翻訳機能に対応し

ています。 
・子どもが複数いる場合も、1 回の申請で全員分の申請ができます。 
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♦申請内容及び受付状況の確認 
 申請完了メールに記載の URL を開くと、申請内容及び受付状況を確認することができます。  

ステータス 状況 
受付済 申請書提出済です。 
処理中 教育委員会が申請書を確認中です。 
完了 申請書の確認完了。学校を通じて認定結果を通知します。 

差し戻し 申請に不備があります。メールを御確認ください。 
取下げ 就学援助申請の取下げ（「受付済」状態の場合のみ取下げが可能） 

 
電子申請の各種方法（申請・内容確認・受付確認・不備修正）の詳細は、 
豊田市教育委員会学校教育課ホームページを御確認ください。 
 
       
【紙申請の場合】 

紙の申請書での申請を希望される方は、以下の場所で申請書を取得し、提出してください。  
♦紙の申請書の配布場所・申請場所 
 場   所 配布 申請 
（１） 教育委員会 学校教育課 

（豊田市役所東庁舎６階） 
○ ○ 

 
（２） お子さんが現在通っている学校 ○ ○ 
（３） 豊田市教育委員会学校教育課 

ホームページ 
○  

認定を希望する方は、別紙の「就学援助申請書」に必要事項を記入し必要書類を添えて、
提出してください。兄弟姉妹がいる場合は、世帯で 1 枚提出してください。 

認定結果については学校を通じてお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
５ 支給費目 

1 学用品費  2 通学用品費 3 校外活動費 4 新入学児童生徒学用品費 
5 修学旅行費 6 自然教室費 7 医療費（う歯、寄生虫病などの特定疾病）  
8 通学費 

 
※ 就学援助の認定を受けられた方は、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）参

加費負担金が免除の対象になります。詳しくはこども・若者政策課でおたずねくださ
い。 

 
６ 支給方法 
  申請の口座に振り込みます。ただし、特別な事情のある場合は現金で支給します。 

新１年生の新規申請期限は 
令和８年３月１３日（金）までです。 

この日を過ぎると「新入学児童生徒学用品費」は 
支給されません。 

【ホームページ】 
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７ その他 

申 請 書 だ け で は 認 定 で き な い 場 合 は 、担 当 地 区 民 生 委 員・児 童 委 員 の 家
庭 状 況 調 査 が 必 要 に な り ま す 。  

就 学 援 助 が 認 定 さ れ た 場 合 、担 当 地 区 民 生 委 員・児 童 委 員 に 情 報 提 供 を
し ま す の で 、 ご 承 知 お き く だ さ い 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問合せ・郵送先 
〒471-8501 
豊田市西町３－６０（東庁舎６階） 
豊田市教育委員会 学校教育課 就学援助担当    
電話 0565-34-6661 FAX 0565-31-9145     

民生委員・児童委員とは、 
 
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣の委嘱を受け、地域住民の立場に立

って活動します。 
地域の子どもたちが元気で安心して暮らすことができるように、地域の見

守りや、子育ての不安などの相談支援を行なっています。秘密は守られます
のでお気軽にご相談ください。 
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令和８年１月２６日 
保護者 様 

豊田市教育委員会 
  

 
学校給食の実施について 

 
 日ごろは、市政にご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。 
 学校給食は下記のとおり実施しますので、ご確認をお願いいたします。 
 

記 
１ 学校給食の実施 
  学校給食は、学校給食法に基づき実施しています。原則、豊田市立小・中・

特別支援学校のすべての児童生徒を対象に実施しています。 
 
２ 学校給食費 
（１）令和６年度から学校給食費を無償化しています。 
（２）学校に通学し、食物アレルギー等により給食を停止し、弁当を持参してい 
   る児童生徒がいるご家庭には、給食費代替給付金を支給します。 
   詳細は、申請期間前に教育委員会保健給食課又は学校からご連絡します。 
 
３ 給食の停止 

転出等の理由により給食を食べない場合は、必ず学校へ連絡してください。 
提出物︓「学校給食停止届」※様式は学校へお問い合わせください 
 

４ ラーケーションについて 
  ラーケーションを取得される場合は、食品ロスの観点から、期限までに申請

をしてください。一度停止した給食は、ラーケーション取得日に変更があった
場合でも戻すことができないため、弁当を持参する等ご対応をお願いします。 

 
５ 疾患等により牛乳の飲用ができない場合 
  飲用牛乳をお茶（ほうじ茶）に変更することができます。申請に必要な書類

等をお渡ししますので、学校にお申し出ください。 
 
６ 疾患等により学校給食の詳細な情報が必要な場合 
  食物アレルギー等疾患に対応した書類をお渡ししますので学校にお申し出

ください。 

【担当】 保健給食課 給食担当 電話 ３４－６６６３ 
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保健関係（お願いとお知らせ） 
１ 生活リズムを整えましょう。 
 ・早寝、早起きをしましょう。 ・朝ごはんを毎日食べましょう。 
  ※登校前に、お子さんの顔色や様子を見ていただけるとありがたいです。 
２ 欠席する場合 
  ・欠席する場合は、必ず朝８時までにきずなネットで連絡をお願いします。   
３ 治癒証明の対象となる学校で予防すべき感染症について 

  ・インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症は、対象期間、出席停止になりますが「治
癒証明書」の提出は、必要ありません。  内の学校伝染病にかかった場合、担任に連
絡をお願いします。医療機関で「治癒証明書」を記入していただき、登校してください。   

４ 学校で病気になった場合 
・症状が軽度 → 教室へもどります。 
・症状が中度 → 保健室で休養します。（原則、１時間の休養で回復の見込みがある場合）。  

  ・症状が重度 → 早退します。保健室にお迎えに来てください。 
    ※「緊急時連絡票（保健室保管用）」に記入していただいた連絡先に電話連絡します。 
５ 学校でけがをした場合 
  ・軽傷の場合 → 保健室で応急処置をします。原則として継続的な治療はできません。 
  ・重傷が疑われる場合 → 家庭に連絡します。急を要する場合は、学校から医療機関に 
  受診します。 
   ※学校でのけがで下校後、医療機関を受診した場合は連絡をしてください。 
  ※本校では、入学後しばらくは、1 年生の登下校中の自転車転倒によるけがが多いです。 
６ 日本スポーツ振興センターについて（独立行政法人日本スポーツ振興センター） 
  ・学校の管理下で起こったけがの場合、かかった費用の一部が給付されるシステムです。 
 ・加入申込書は、入学式当日に配付します(保護者負担金・・・年間 460 円）。 
  ・登下校中のけがも対象になります。 
  ・部活動については、令和８年度の 8 月までは学校管理下にあるので給付の対象となり 
  ます。９月からは、とよた地域クラブ活動で加入する保険での対応となります。 
  ・お渡しする「医療等の状況」の用紙を、医療機関で記入してもらい、提出してください。   
７ 食物アレルギーへの対応について 
（１）アレルギー調査について 

  ・アレルギー調査を、既に実施させていただき、対象となるご家庭には、本日「アレルギ
ー疾患における医療機関受診について」という文書を配付しました。 
提出は、３月５日（木）までになっています。提出と合わせて、養護教諭による面談を 

  実施します。来校をされる前に、中学校までご連絡ください。面談日の調整をさせてい 
ただきます。（連絡先︓竜神中学校 ２８－６６００） 

   担任との面談は、入学式の後に予定しています。 
（２）飲用牛乳代替品の新規及び継続申請について（１月中） 
 ・飲用牛乳代替品を新規で希望される場合は、入学説明会後、申請に必要な書類をお渡し 
  しますので、竜神中学校（養護教諭）までご連絡ください。 
 ・継続の方は、「給食における食物アレルギー等対応申請書（進学用）」を本日受付に提

出してください。 

・百日咳 ・麻しん ・風しん  水痘 ・流行性耳下腺炎 ・咽頭結膜熱 ・流行性角結膜炎  
・結核 ・急性出血性結膜炎 ・腸管出血性大腸菌感染 ・髄膜炎菌性髄膜炎 ・溶連菌感染症 
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令和８年１月２６日 
新 1 年生保護者の皆様  

豊田市立竜神中学校  
校長 緖方 秀充 

 
「生徒個人票」の記入および提出について（依頼） 

 
 大寒の侯、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 さて、入学されるお子様の中学校生活をより充実したものにするために、ご家庭と学校
の協力はたいへん重要なものとなります。そのための一助として、下記の要領で別紙「生
徒個人票」のご記入とご提出をお願いします。 
 なお、大切な個人情報をいただくことになりますので、管理は厳重にし、本校の教育活
動以外には使用いたしません。卒業後は、機密文書として処分します。 
 
 

記 
 
１ 依頼するもの  別紙「生徒個人票」（生徒一人につき 1 枚） 
 
２ 提出日・方法  令和８年４月９日（木） 

入学式後に各教室で集めます。お子様に持たせてください。 
 
３ 記入について 
  ・組、番は、学校で記入します。 

・転入前の中学校は空欄で結構です。 
  ・家族欄の兄弟については、学年だけ記入してください。 
  ・「学校からの便り」および「ホームページ」への氏名及び写真の掲載について 

 「学校からの便り」および「ホームページ」においても、個人情報の取り扱いに
は次の通り十分な配慮をしていきます。 
⑴ 氏名と写真は同時に掲載しません。（個人を特定できないようにするため） 
⑵ 正面からの顔写真や大会の結果等の情報を扱う場合は、ホームページで ID、

パスワード付きの記事として公開することがあります。 
 つきましては、今後、お子様の氏名や写真を掲載することについて、その可否を
お尋ねします。なお、保護者の方が掲載に該当する場合についてはその都度お尋ね
をします。 

   
・ご家庭のＷｉ－Ｆｉ環境について、有・無のどちらかに○をつけてください。 
・きずなネット配信について 

「学校からの便り」や部活動の連絡、また、行事の帰着予定時刻や災害時の学校
の対応等の緊急性の高い情報を、保護者の方へきずなネットによる情報発信を行っ
ています。ぜひ登録をお願いします。 

生徒個人票には、「登録した」「登録しない」のどちらかに○をつけてください。 
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 ・図書利用者カードについて 
本校では生徒が学校図書館を利用する際に、コンピュータを操作して図書の貸借

や検索作業などが行えるように整備をしております。例年多くの生徒は、この図書
利用者カードを作成し、利用しています。 

新年度にあたり、新入生徒の必要最小限度の個人情報（学年・組・番号・氏名）
をコンピュータに登録し、バーコード化して、図書利用者カードを作成します。こ
の情報は豊田市教育センターのサーバーに登録されることになりますが、図書の関
係以外に利用することはありません。つきましては、この趣旨をご理解いただき、
図書利用者カード作成の欄の「可」「否」のどちらかに○をおつけください。 

 
・通学団名が分からない場合は、空欄で結構です。 
 
・緊急時の連絡先について 

お子様が、ケガや病気等で緊急に連絡を取る必要があるときに活用しますので、
確実に連絡がとれる連絡先を優先順位を付けてご記入ください。原則、携帯電話に
連絡させていただきますが、緊急を要する際には勤務先にも連絡させていただきま
すので、勤務先の方にも事前に伝えておいてください。 

 
  ・学校活動中に市内で震度５弱以上の地震が発生した場合の下校方法について 

豊田市立小中学校では、学校活動中に市内で震度５弱以上の地震が発生した場
合、生徒は下校することになります。また、中学生は集団下校が原則となっており、
本校は徒歩・自転車（引いて下校）による通学団ごとの形態で下校します。下校方
法の欄には「集団下校」「迎え」（迎えの場合はどなたがみえるかも記入）のどち
らかに○をご記入ください。） 

 
・通学方法の「自転車 or 徒歩」と通学時間が分からない場合は空欄で結構です。 

 
４ その他 

・進級の折りに一度返却します。新年度の組・番や兄弟関係のデータなどの書き換  
えとともに、変更点があれば、訂正して提出していただくことになります。 

・年度の途中でも記載内容に変更等が生じましたら、担任までお申し出ください。 
・生徒個人票の記載につきまして、ご不明な点がありましたら、竜神中学校まで 

お問い合わせください。 
 
 
 
 
      豊田市立竜神中学校  ０５６５－２８－６６００ 
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年 月 日

１年 ２年 ３年

生 徒 個 人 票

生
 
徒

男
女

ふりがな

氏 名

現住所

竜神 太郎
りゅうじん たろう

豊田市立竜神中学校
学年

組

番

生年月日

平成

電話

自宅

 ２８－６６００

１２ ２５

 豊田市 竜神町竜神１６番地１

〒４７３－０９０７

生徒との
続柄 父

卒業した
小学校 豊田市立 竹村 小学校

転入前の
中学校 中学校

保
護
者

ふりがな

氏 名

りゅうじん いちろう

竜神 一郎

S55・ 9・  9 母

竜神 竜子 H23・ 4・22 長女 ３年  組

家
族
（
本
人
は
除
く
）

氏 名 生年月日 続柄 備考(本校に兄弟がいる場合は学年・組を記入)

S53・ 4・15竜神 一郎 父

竜神 花子

竜神 たつ S23・10・31 祖母

たより・記事・ホームページ等への氏名及び写真の掲載 ※氏名と写真の同時掲載は行いません。

○をつけて下さい ○をつけて下さい

竜神 次郎 H27・ 2・13 次男 竹村小６年

竜神 辰五郎 S21・ 1・  1 祖父

たより・記事
ホームページ

掲載内容 ○をつけて下さい

報道関係
新聞・ひまわり等

可  否

掲載内容

顔写真
個人でアップのものは
パスワードをかけます

掲載内容

集合写真
(行事・授業風景等)

可  否

○をつけて下さい

可  否

掲載内容

氏　名
パスワードを

かけます

掲載内容 ○をつけて下さい 掲載内容 ○をつけて下さい

氏　名 可  否 集合写真
全体を映した動画

可  否
顔写真・動画
個人でアップのものは
個別に確認します

可  否

登録
した

登録
しない

図書利用者
カードの作成

可  否Wi-Fi環境 有  無 きずなネット配信
○をつけて下さい

２5

「組」が分からない場合は、
学年だけ記入してください。

記入例
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自宅付近の略図（目印をはっきり 自宅は赤で記入）

分

●● 町豊田 市

通学団名 ※　空欄で結構です

優先
順位

緊急時の連絡先

生徒氏名 竜神 太郎

祖母

勤務先
(勤務先電話)

竜神商会
(０５６５－○○－○○○○)

（株）竜神運輸
(０５６５－△△－△△△△)

自宅
(    －  －    )

  ３  年    組 氏名 竜神 竜子

    年    組 氏名

下校方法
○をつけて下さい

豊田 市 ▲▲ 町 ０８０－９８７６－５４３２

③ 市 町 ０９０－４３２１－８７６５

父

①

②

続柄

母

携帯電話

０９０－１２３４－５６７８

所在地

所要時間通学方法
○をつけて下さい

徒歩  自転車 約

市内で震度５弱以上の地震が発生した場合の下校
 ※中学校は原則、徒歩・自転車による通学団ごとの集団下校です。

 集団下校  迎え → (誰が︓続柄   氏名            )

１５

在校兄弟姉妹
進級ごとに訂正を
お願いします
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とよた地域クラブ活動『とよクラ』について 
〜部活動に代わる新しいカタチ〜 

 

 

保護者の負担が増えないように、これまでの部活動と同様に、通学する学校で今と同じ時
間帯で活動します。平日も授業終了後、そのままクラブ活動に参加できるようにします。 

 

 

１ 部活動が「とよた地域クラブ活動」に                                       
「中学校から部活動が無くなるって本当なの︖」 

保護者の方から、このような声を聴くことがあります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
２ 「とよた地域クラブ活動」の概要                                    
 
 
 
（２）目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）活動方針 

①勝利至上主義に陥らず、生涯スポーツ・生涯学習の視点に立ちます 
②こどもたちが自ら進んでスポーツ・文化芸術活動等に親しむ力を育みます 
③こどもたちが様々な体験を通じて将来を考えるきっかけになる活動を目指します 

 
（４）体制 
 

いま(〜R8.8)    これから(R8.9〜) 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

３ とよた地域クラブ活動の具体的なしくみ                             
 

多くのこどもたちや保護者の皆様の声を生かした仕組にしました 
 
 
  

  
少子化などを原因とし、部活動を現状のまま継続することが困難になってきています。 

そのため、全国的な動きとして、部活動を地域の方にお願いする「地域展開」が進んでい  
ます。豊田市では、とよクラを実施することで、中学生の活動が無くならないようにします。 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 スケジュール                                     

指導者の採用時に面接を行うとともに、指導方針やハラスメント防止、緊急対応等の研修を
必ず受講してもらいます。また、定期的にコーチングや応急処置などの研修を開催します。 
また、指導者のほか見守りの方を配置することで、こどもの安全・安心を確保していきます。 

       R7         R8.9        R9 

豊田市教育委員会教育部 学校教育課 
豊田市魅力創造部 学び体験推進課 
 

なぜ部活動からとよクラに変えていくの︖ 

送迎の負担が心配。今と同じように授業が終わってから
そのまま学校で活動できるようにしてほしい︕ 

（１）開始時期 令和８年９月１日から ※令和８年度の夏の大会は部活動として対応 

教育委員会 

学校 

部活動 
（教員） 

豊田市 

とよた地域クラブ活動 
（地域指導者） 

地域学校共働本部 

 

新体制への円滑な移行に向けて 
 

◆すでに８００人を超える地域の方
が、指導者として指導しています。 

 
◆地域指導者は、市が指定する研修

を受講しないと指導できず、また
教員と共に指導する期間を設ける
など、安心してこどもを任せられ
る体制を整えています。 

クラブ活動になると、費用負担が増えるの︖ 
できるだけ費用がかからないようにしてほしい︕ 

誰でも気軽に参加できるよう参加費は無料とします。これまで学校ごとに徴収していた部費
等の徴収は行いません。ただし、保険料や個人持ちの用具等は各家庭の負担となります。 

こどもの練習の成果が発揮できるよう、大会やコンクール
に参加できるようにしてほしい︕ 

指導者が教員でないのは心配。指導者の力量を高めてほしい︕ 

学校部活動を母体とし、市町村が主体となって発足したチームについては今までどおり参加
できるようになる予定のため、従前の部活動で出場していた大会等へは参加できます。 

 

 スポーツ・文化芸術活動等を通じ、こどもが地域社会とつながり、 
生涯にわたって活躍できる「人づくり」と「まちづくり」を進めます 

運営者 

（指導者） 

とよた地域クラブ活動 学校部活動 

夏の大会終了後、9 月を目途に活動を移行 

こどもたちがスポーツや文化活動を 
思いっきり楽しんでいる 

 
こどもたちが大人とつながることで 
地域への愛着を感じ 
地域の未来を担う大人へと成長する 
 

いいえ、無くなりません。 
厳密には、学校が行う部活動は令和８年８月に終了します。 
代わりに、中学生は、豊田市が実施する部活動と同程度の 
活動（同じ種目・時間・場所）に参加することができます。 
 → ＝ とよた地域クラブ活動（＝とよクラ） 

※詳しい内容についてお知りになりたい方は、豊田市の HP をご覧ください。 

小中学生・保護者への説明 
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